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第 459 号

規　　　　　則

名 古 屋 港 湾 会 館 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 施 行 期 日 を 定 め る 規 則 を 公 布 す る 。

平 成 二 十 二 年 七 月 三 十 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者

名 古 屋 市 長 　 河 村 　 た か し 　

名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 十 九 号

名 古 屋 港 湾 会 館 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 施 行 期 日 を 定 め る 規 則

名 古 屋 港 湾 会 館 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 ︵ 平 成 二 十 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 五 号 ︶ の 施 行 期 日 は 、 平 成 二 十 二 年 九 月

一 日 と す る 。
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃

名 古 屋 港 湾 会 館 管 理 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 公 布 す る 。

平 成 二 十 二 年 七 月 三 十 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者

名 古 屋 市 長 　 河 村 　 た か し 　

名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 二 十 号

名 古 屋 港 湾 会 館 管 理 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

名 古 屋 港 湾 会 館 管 理 規 則 ︵ 昭 和 四 十 六 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 八 号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 一 項 本 文 を 次 の よ う に 改 め る 。

会 館 の 休 館 日 は 、 十 二 月 三 十 日 か ら 翌 年 の 一 月 三 日 ま で 及 び 八 月 第 二 日 曜 日 と す る 。

第 三 条 中 ﹁ ホ ー ル の ﹂ を 削 り 、 ﹁ 延 長 ﹂ を ﹁ 変 更 ﹂ に 改 め 、 同 条 の 表 中 ﹁ 及 び ホ ー ル ︵ 舞 台 関 係 附 属 設 備 、 照 明 設 備 、 音

響 関 係 附 属 設 備 、 映 写 機 、 ピ ア ノ 、 浴 室 を 含 む 。 ︶ ﹂ を 削 る 。

第 五 条 第 一 項 中 ﹁ ︵ 第 三 条 に 定 め る 施 設 を い う 。 以 下 同 じ 。 ︶ ﹂ を 削 り 、 ﹁ 名 古 屋 港 湾 会 館 使 用 許 可 申 請 書 ︵ 様 式 第 一 号 ︶ ﹂

を ﹁ 指 定 管 理 者 が 管 理 者 の 承 認 を 得 て 定 め る 使 用 許 可 申 請 書 ﹂ に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 ﹁ 最 初 の 日 ﹂ の 下 に ﹁ 。 以 下 ﹁ 使 用 開

始 日 ﹂ と い う 。 ﹂ を 加 え 、 ﹁ 十 二 月 ︵ 会 議 室 に あ つ て は 三 月 ︶ ﹂ を ﹁ 三 月 ﹂ に 改 め 、 同 条 第 三 項 中 ﹁ 速 や か に 名 古 屋 港 湾 会 館

使 用 許 可 書 ︵ 様 式 第 二 号 。 ﹂ を ﹁ 指 定 管 理 者 が 管 理 者 の 承 認 を 得 て 定 め る 使 用 許 可 書 ︵ ﹂ に 改 め 、 ﹁ 申 請 者 に ﹂ を 削 る 。

第 六 条 中 ﹁ 名 古 屋 港 湾 会 館 使 用 変 更 許 可 申 請 書 ︵ 様 式 第 三 号 ︶ を 使 用 許 可 書 に ﹂ を ﹁ 指 定 管 理 者 が 管 理 者 の 承 認 を 得 て 定

め る 使 用 変 更 許 可 申 請 書 に 使 用 許 可 書 を ﹂ に 改 め る 。

第 七 条 中 ﹁ 名 古 屋 港 湾 会 館 使 用 中 止 承 認 申 請 書 ︵ 様 式 第 四 号 ︶ を 使 用 許 可 書 に ﹂ を ﹁ 指 定 管 理 者 が 管 理 者 の 承 認 を 得 て 定

め る 使 用 中 止 承 認 申 請 書 ︵ 以 下 ﹁ 使 用 中 止 書 ﹂ と い う 。 ︶ に 使 用 許 可 書 を ﹂ に 改 め る 。

第 八 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

︵ 利 用 料 金 の 納 付 ︶

第 八 条 使 用 者 は 、 使 用 開 始 日 ま で に お い て 指 定 管 理 者 が 指 定 す る 日 ま で に 利 用 料 金 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、

次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 指 定 管 理 者 は 、 利 用 料 金 を 後 納 さ せ る こ と が で き る 。

一 　 国 又 は 地 方 公 共 団 体 が 使 用 す る 場 合

二 　 そ の 他 指 定 管 理 者 が 必 要 と 認 め る 場 合

２ 第 六 条 の 規 定 に よ り 使 用 変 更 の 許 可 を 受 け た 場 合 で 、 変 更 後 の 利 用 料 金 の 額 が 変 更 前 の 利 用 料 金 の 額 を 上 回 る と き は 、

そ の 差 額 に つ い て 前 項 の 規 定 を 準 用 す る も の と す る 。

第 八 条 の 二 を 削 る 。

第 九 条 中 ﹁ 名 古 屋 港 湾 会 館 利 用 料 金 還 付 承 認 申 請 書 ︵ 様 式 第 五 号 ︶ ﹂ を ﹁ 指 定 管 理 者 が 管 理 者 の 承 認 を 得 て 定 め る 利 用 料

金 還 付 承 認 申 請 書 ﹂ に 改 め 、 同 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

２ 　 前 項 の 規 定 に よ る 利 用 料 金 の 還 付 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。

一 　 条 例 第 五 条 第 五 項 第 一 号 の 場 合 　 利 用 料 金 の 全 額

二 条 例 第 五 条 第 五 項 第 二 号 の 場 合 に お い て 、 使 用 開 始 日 の 一 月 前 の 日 の 前 日 ま で に 使 用 中 止 書 の 提 出 が あ つ た と き 。

利 用 料 金 の 全 額

三 条 例 第 五 条 第 五 項 第 二 号 の 場 合 に お い て 、 使 用 開 始 日 の 一 月 前 の 日 か ら 使 用 開 始 日 の 二 週 間 前 の 日 ま で に 使 用 中 止 書

の 提 出 が あ つ た と き 。 利 用 料 金 の 五 割 相 当 額

第 十 二 条 を 第 十 三 条 と し 、 第 十 一 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。
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名古屋港審議会委員の委嘱を、下記の者は解かれた。

新　田　征志郎　　(６月21日)

廣　瀬　　　隆　　( 同 　 )

名古屋港審議会委員に、下記の者が委嘱された。

笠　　　治　雄　　(７月５日)

小　澤　敏　也　　( 同 　 )

平成22年7月19日に、名古屋港の親しまれる港づくり、海事文化思想の普及に関し顕著な功績のあった下記の団体が表

彰されました。

記

︵ 損 害 賠 償 ︶

第 十 二 条 使 用 者 は 、 故 意 又 は 過 失 に よ つ て 会 館 の 施 設 を 損 傷 し た と き は 、 そ れ に よ つ て 生 じ た 損 害 を 賠 償 し な け れ ば な ら

な い 。

別 表 を 削 る 。

様 式 第 一 号 か ら 様 式 第 五 号 ま で を 削 る 。

附 　 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 二 年 九 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

審 議 会 事 項

雑　　　　　報
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